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【目次】

議決結果の一覧・・・・Ｐ１～２

議会改革に係る
　取り組みについて・・・・Ｐ３

議会活動日誌・・・・・・・Ｐ４

　平成 23 年 9 月定例会は、9 月 6 日に開会し、29 日まで 24 日間の会期で開催

されました。田辺市暴力団排除条例の制定についてをはじめ、平成 23 年度一般会

計・特別会計等の補正予算など、市長提出議案 22 件をすべて原案のとおり可決し

ました。このほか、市長専決処分事項の報告書等４件の報告を受けたほか、国の

関係行政庁に提出する意見書 1 件を原案のとおり可決し、人権擁護委員候補者の

推薦につき意見を求めることについて異議なしとしました。

　なお、平成 22 年度一般会計及び各種会計歳入歳出決算議案 20 件については、

閉会中の継続審査としました。また、今定例会においては、台風 12 号の災害対応

のため、一般質問は行わないこととしました。

平成 23年 9月定例会

平成23年度一般会計補正予算など 22議案を可決

条
例
（
可
決
六
件
）

●
田
辺
市
暴
力
団
排
除
条
例
の
制
定

　
に
つ
い
て

　
本
市
か
ら
の
暴
力
団
排
除
に
関
し

　
て
基
本
理
念
を
定
め
、
市
及
び
市

　
民
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と

　
と
も
に
、
暴
力
団
排
除
に
関
す
る

　
施
策
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、　

　
暴
力
団
排
除
を
推
進
し
、
も
っ
て

　
市
民
の
安
全
で
平
穏
な
生
活
を
確

　
保
し
、
本
市
に
お
け
る
社
会
経
済

　
活
動
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る

　
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
す
る
も

　
の

●
田
辺
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正
に

　
つ
い
て

　
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

　
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
適
用
対

　
象
の
見
直
し
及
び
市
税
の
不
申
告

　
に
係
る
過
料
の
上
限
額
の
引
き
上

　
げ
等
を
行
う
ほ
か
、
所
要
の
改
正

　
を
行
う
も
の

●
田
辺
市
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会

　
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
障
害
者
基
本
法
の
一
部
改
正
に
伴

　
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

　
も
の

●
田
辺
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に

　
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

　
て

　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る

　
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
災
害

　
弔
慰
金
の
支
給
対
象
範
囲
を
拡
大

　
す
る
た
め
改
正
す
る
も
の

●
田
辺
市
法
定
外
公
共
物
の
管
理
に

　
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

　
て

　
流
水
の
占
用
及
び
産
出
物
の
採
取

　
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、　

　
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
た
め

　
改
正
す
る
も
の

●
田
辺
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤

　
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

　
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

　
て

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
の
全
部
改
正
に

　
よ
り
、
体
育
指
導
委
員
の
名
称
が

　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
に
改
め
ら
れ

　
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

　
行
う
も
の
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補
正
予
算
（
可
決
十
一
件
）

※
金
額
は
補
正
後
の
額

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
一
般
会

　
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）

　
四
五
二
億
八
一
四
二
万
九
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
国
民
健

　
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　（
第
一
号
）

一
〇
九
億
七
二
一
四
万
七
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
後
期
高

　
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

　
一
号
）一

六
億
二
九
一
九
万
五
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
介
護
保

　
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

　
七
九
億
四
二
九
万
六
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
診
療
所

　
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一

　
号
）

四
億
二
九
三
四
万
八
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
一
般
会

　
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）

　
四
八
〇
億
九
七
七
八
万
七
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
簡
易
水

　
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

　
一
号
）

五
億
五
四
四
二
万
五
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
農
業
集

　
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　（
第
一
号
）三

億
八
六
四
五
万
二
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
特
定
環

　
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会

　
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

　
五
六
〇
九
万
五
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
診
療
所

　
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二

　
号
）

四
億
九
四
四
四
万
八
千
円

●
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
四
村
川

　
財
産
区
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

　
一
号
）

三
一
八
八
万
円

そ
の
他
議
案
（
可
決
五
件
）

●
工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ   

　
い
て

　
田
辺
市
複
合
文
化
施
設
新
築
工
事   

人
事
案
件
（
可
決
一
件
）

●
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に

　
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

　
て

　
任
期
満
了
に
よ
り
、
委
員
候
補
者

を
法
務
大
臣
に
推
薦
す
る
こ
と
に「
異

議
な
し
」
と
し
た

　
委
員
候
補
者
は
次
の
と
お
り

　
中
岸
　
誠
　
氏

意
見
書
（
一
件
）

　　
次
の
意
見
書
を
可
決
し
、
地
方
自

治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

関
係
行
政
機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
台
風
災
害
対
策
に
関
す
る
意
見
書

（
全
文
）　

　　
先
に
当
地
方
を
襲
っ
た
台
風
十
二

号
は
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
西
日
本

各
地
を
暴
風
雨
に
巻
き
込
み
、
洪
水

や
土
砂
崩
れ
等
、
甚
大
な
被
害
を
発

生
さ
せ
た
。

　
特
に
本
県
で
は
、
多
数
の
尊
い
命

が
奪
わ
れ
、今
な
お
行
方
不
明
と
な
っ

て
い
る
方
々
が
多
く
い
る
中
で
、
本

市
に
お
い
て
も
八
名
の
尊
い
命
が
犠

牲
と
な
り
、
現
在
も
一
名
の
方
が
行

方
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
住
宅
を
は
じ
め
道
路
、

電
力
、
水
道
、
通
信
等
の
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
な
ど
、
ま
さ
に
日
常
生
活
に
お

け
る
広
範
な
分
野
で
、
未
曾
有
の
被

害
が
発
生
し
て
い
る
。

　
そ
う
い
っ
た
中
で
、
本
市
に
お
い

て
も
、
国
・
県
と
連
携
を
図
り
な
が

　
請
負
変
更
契
約
を
締
結
す
る
も
の

●
民
事
調
停
に
つ
い
て

　
市
営
住
宅
の
入
居
名
義
人
四
人
及 

　
び
そ
の
連
帯
保
証
人
を
相
手
方
と

　
し
て
、
滞
納
し
て
い
る
家
賃
及
び

　
駐
車
場
使
用
料
の
支
払
い
を
求
め

　
る
も
の

●
民
事
調
停
に
つ
い
て
（
二
件
）

　
保
護
者
四
人
を
相
手
方
と
し
て
、　

　
滞
納
し
て
い
る
学
校
給
食
費
の
支

　
払
い
を
求
め
る
も
の

●
田
辺
市
辺
地
総
合
整
備
計
画
の
変

　
更
に
つ
い
て

　
公
共
的
施
設
の
整
備
を
必
要
と
す

　
る
た
め
整
備
計
画
を
変
更
す
る
も

　
の

承
認
（
一
件
）

●
専
決
処
分
事
項
に
つ
い
て

☆
田
辺
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　
る
条
例

☆
平
成
二
十
三
年
度
田
辺
市
一
般
会

　
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）

報
告
（
三
件
）

●
専
決
処
分
事
項
の
報
告
に
つ
い
て

　
損
害
賠
償
（
三
件
）
の
額
を
定
め

　
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
専
決
処

　
分
し
た
も
の

●
平
成
二
十
二
年
度
財
団
法
人
龍
神

　
村
開
発
公
社
の
決
算
報
告
に
つ
い

　
て

●
平
成
二
十
二
年
度
有
限
会
社
龍
神

　
温
泉
元
湯
の
決
算
報
告
に
つ
い
て

　
以
上
二
件
は
市
の
出
資
団
体
の
平

　
成
二
十
二
年
度
決
算
に
つ
い
て
報

　
告
す
る
も
の



市議会だより
―　　　―

　

3

ら
自
衛
隊
等
関
係
機
関
の
協
力
を
得

て
、
早
期
の
復
旧
に
向
け
、
全
力
を

挙
げ
て
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
今
回
の
災
害
は
、
一
つ
の

台
風
に
よ
る
被
害
と
し
て
は
、
県
内

で
は
過
去
に
類
を
見
な
い
規
模
の
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
復
旧
に
際
し

て
は
膨
大
な
経
費
と
労
力
が
必
要
で

あ
り
、
ま
た
、
被
災
さ
れ
た
多
く
の

住
民
へ
の
支
援
も
不
可
欠
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
今
後
こ
う
し
た
大
規
模

な
災
害
か
ら
住
民
の
生
命
と
財
産
を

守
る
た
め
、
一
層
の
災
害
予
防
対
策

を
早
急
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
災

害
対
策
に
万
全
を
期
す
た
め
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
さ
れ

る
よ
う
、
強
く
要
望
す
る
。

記

一
、
各
種
災
害
復
旧
事
業
の
早
期
採

　
択

二
、
災
害
に
係
る
特
別
交
付
税
の
重

　
点
配
分
等
の
財
政
措
置

三
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
の

　
拡
充

四
、
被
災
者
に
対
す
る
税
制
上
の
特

　
別
措
置

　
議
会
改
革
に
係
る

　
　
　
　
取
り
組
み
に
つ
い
て

　　
全
国
的
に
地
方
議
会
改
革
が
進
む

中
で
、
当
市
議
会
で
も
平
成
二
十
二

年
三
月
議
会
か
ら
議
会
運
営
委
員
会

に
お
い
て
各
会
派
か
ら
提
案
さ
れ
た

意
見
を
も
と
に
、
左
記
事
項
に
つ
い

て
精
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
検
討
課
題

一
、
費
用
弁
償
の
支
給
方
法
の
見
直

　
し
に
つ
い
て

二
、
議
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継

　
に
つ
い
て

三
、
行
政
視
察
に
つ
い
て

四
、一
般
質
問
に
つ
い
て
（
対
面
式
・

　
一
問
一
答
制
の
導
入
な
ど
）

五
、
議
会
広
報
に
つ
い
て

六
、市
民
参
加
の
議
会
に
つ
い
て
（
市

　
民
と
の
意
見
交
換
会
、
議
会
報
告

　
会
な
ど
）

七
、
政
務
調
査
費
に
つ
い
て

そ
の
他
　

　
議
会
の
政
策
形
成
に
係
る
機
能
強

　
化
に
つ
い
て

　
平
成
二
十
三
年
に
お
い
て
も
、
議

会
開
会
中
、
閉
会
中
に
か
か
わ
ら
ず

継
続
し
て
テ
ー
マ
ご
と
に
鋭
意
検
討

を
重
ね
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
、
本
会
議
や
委
員
会
出

席
の
際
に
支
給
さ
れ
る
費
用
弁
償
の

支
給
方
法
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
も

議
会
運
営
委
員
会
に
お
い
て
見
直
し

を
提
起
さ
れ
た
経
緯
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
議
会
改
革
の
諸
課
題
に
係
る
精

査
の
中
で
も
優
先
し
て
結
論
を
出
す

べ
き
も
の
と
判
断
し
、
平
成
二
十
三

年
一
月
一
日
よ
り
従
来
の
定
額
支
給

方
式
か
ら
、
自
宅
か
ら
の
距
離
に
応

じ
た
実
費
相
当
の
支
給
方
式
に
見
直

し
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
議
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

中
継
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
等
に
よ
る
本

会
議
の
中
継
に
つ
い
て
、
各
会
派
の

意
見
集
約
を
行
い
、
集
中
的
に
議
論

し
た
経
過
が
あ
り
ま
す
。

　
当
時
の
結
論
と
し
て
は
、
費
用
対

効
果
等
も
十
分
勘
案
す
る
中
で
、
設

備
投
資
な
ど
に
余
り
経
費
を
か
け
ず

に
取
り
組
め
る
課
題
か
ら
解
決
し
て

い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
大

半
を
占
め
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

五
、
中
小
企
業
者
に
対
す
る
金
融
支

　
援

六
、
総
合
的
な
治
水
、
土
砂
災
害
対

　
策
の
推
進
及
び
道
路
施
設
に
係
る

　
防
災
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
の

　
財
政
措
置

七
、
合
併
特
例
債
発
行
期
限
の
延
長

　
に
係
る
特
別
措
置

（
提 

出 

先
）

　
内
閣
総
理
大
臣
・
総
務
大
臣
・
財

務
大
臣
・
厚
生
労
働
大
臣
・
農
林
水

産
大
臣
・
経
済
産
業
大
臣
・
国
土
交

通
大
臣
・
国
家
戦
略
担
当
大
臣
・
防

災
担
当
大
臣
・
内
閣
官
房
長
官
・

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長

さ
ら
に
時
間
を
か
け
て
議
論
す
べ
き

課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
経
過
を
踏
ま
え
、
平

成
二
十
二
年
九
月
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
本
会
議
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中

継
に
つ
い
て
、
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ

る
費
用
面
等
も
十
分
勘
案
し
な
が
ら

議
論
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
一
般
質
問
の
際

の
執
行
部
と
の
対
面
方
式
の
導
入
や

一
問
一
答
制
、
分
割
質
問
方
式
の
導

入
、
行
政
視
察
の
あ
り
方
な
ど
残
さ

れ
た
諸
課
題
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆

様
に
よ
り
開
か
れ
た
議
会
と
な
る
よ

う
、
今
後
と
も
議
論
を
深
め
て
ま
い

り
ま
す
。
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議会活動日誌

次回の「市議会だより」

　２月号

　（12 月定例会の報告）

　議会日程の詳細や市議会だよりの内容等につい

て、 ご意見 ・ ご質問等がありましたら、 下記までご

連絡ください。

　ホームページでは、 議会の情報や会議録をご覧

いただけるほか、 声の議会だよりもご利用いただけ

ます。

【連絡先】

田辺市議会事務局

　〒６４６―８５４５　　田辺市新屋敷町１番地

　　　ＴＥＬ　０７３９－２６－９９４０ （直）　　　　　　　　

　　　ＦＡＸ　０７３９－２５－５５７９　　　　　　　　　　  　

　　　Ｅ－ｍａｉｌ : ｇｉｋａｉ＠ｃｉｔｙ . ｔａｎａｂｅ . ｌｇ . ｊｐ

　　　ｈｔｔｐ : // ｗｗｗ . ｃｉｔｙ . ｔａｎａｂｅ . ｌｇ . ｊｐ / ｇｉｋａｉ /  

　議会を傍聴しませんか？

　　市議会では、市民の皆さんの生活に密着し

　た重要な問題が審議されています。

　　市政を知る良い機会としてお気軽に足を

　運んでみませんか。

　　次の 12 月定例会は、下記の日程で開催する予定です。

　　※上記日程は変更することがあります。
　　　傍聴を希望される場合は、お手数ですが日時をお問い

　　合わせください。

お知らせ

　　　

　　　９月　６日　（１日目）　議案の提案説明

　　　　　２０日　（２日目）　追加議案の提案説明（各種決算ほか）

　　　　　　　　　　　　　　　議案に対する質疑及び付託

　　　　　２９日　（３日目）　追加議案の提案説明

　　　　　　　　　　　　　　議案に対する質疑及び付託

　　　　　　　　　　　　　　付託議案に係る委員長報告・議案審議

　　　８月　３日　議会運営委員会（平成 22 年度各種会計決算審査委員会等について）

　　　　　１２日　産業建設委員会（報告案件について）　

　　　　　３１日　議会運営委員会（９月定例会運営について）

　　　９月　６日　議会運営委員会（９月定例会運営について）

　　　　　　　　　国体に係る三四六総合運動公園整備特別委員会

　　　　　　　　　（三四六総合運動公園整備事業について・目良公園整備事業について）

　　　　　２０日　議会運営委員会（９月定例会運営について）

　　　　　　　　　国体に係る三四六総合運動公園整備特別委員会

　　　　　２２日　総務企画委員会（付託議案審査について）

　　　　　　　　　産業建設委員会（付託議案審査について）

　　　　　　　　　文教厚生委員会（付託議案審査について）　　　　　　　　　

　　　　　２９日　議会運営委員会（最終日の日程等について）

　　　　　　　　　高速道路及び国道バイパス促進特別委員会（閉会中の継続審査について）

　　　　　　　　　産業建設委員会（委員長報告について・付託議案審査について）

　　　　　　　　　文教厚生委員会（委員長報告について・付託議案審査について）

　　　　　　　　　総務企画委員会（委員長報告について・付託議案審査について）

　平成 23 年 12 月定例会（予定）
　　　本会議　11月 29 日・30 日
	 	 12 月８日・9日・12 日
　　　　　　　　　   13 日・21 日
　　   　委員会	 12 月 14 日・15 日・16 日
　　　　　　　　          19 日・20 日（予備日含む）


